
別紙第１ 職員の給与等に関する報告 

はじめに 

 

 人事委員会の勧告制度は、地方公務員の労働基本権が制約されていること

の代償措置として、給与、勤務時間その他の適正な勤務条件を確保するという

機能を担っており、人事委員会は、中立・公正な専門機関として、情勢適応の

原則、均衡の原則等、地方公務員法の趣旨を踏まえ、職員の勤務条件に関し講

ずべき措置について、議会及び知事に報告及び勧告することとされている。 

 このうち、職員の給与については、職員の給与水準を民間の給与水準と均衡

させることを基本としており、本委員会では、毎年、「職員給与実態調査」及

び「職種別民間給与実態調査」を実施している。本年においても、職員と民間

企業従業員の給与を精密に比較した上で、国、他の都道府県の状況、地域の生

計費その他の事情を勘案して、報告及び勧告を行っている。 

 国においては、本年８月、人事院が、国家公務員の給与について報告及び勧

告を行い、あわせて、公務員人事管理について報告を行った。この報告等にお

いて、能率的で活力があり、一人一人が躍動できる公務組織の実現に向けて、

様々な取組を進めることとし、給与面についても、給与制度のアップデートに

向けて検討を行うこととしている。 

 本県においても、複雑かつ高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行

政サービスを提供するためには、有為の人材の確保、能力・実績等に基づいた

公正な人事管理の推進、長時間労働の是正、柔軟な働き方への対応などは、重

要な課題であり、適切に対応していくことが求められている。 

 こうした中、本委員会は、適正な給与水準の確保をはじめ、職員の勤務条件

等について、調査・検討を重ねてきたところである。 

 本委員会としては、日々職務に精励している職員の士気や意欲が高まり、公

務運営の更なる活性化が図られるよう、今後とも、勧告制度を通じて職員の適

正な勤務条件の確保に努めてまいる所存である。 
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１ 職員給与の現状 

本委員会は、職員（企業職員、病院事業職員及び技能労務職員を除く。以

下同じ。）の給与を検討するため、本年４月現在で職員給与実態調査を実施

したが、その結果は、次のとおりである。 

⑴ 職員構成 

職員構成の状況は、表－１のとおりであり、職員数は 30,752 人となっ

ている。 

職員は、その従事する職務の種類に応じ、行政職、公安職、海事職、

教育職、研究職、医療職及び福祉職の７種 11 給料表並びに任期付職員及

び任期付研究員の給料表の適用を受け、その平均年齢は、41.6 歳である。 

また、学歴別人員構成は、大学卒 81.2％、短大卒 5.8％、高校卒

13.0％、性別人員構成は、男性 56.5％、女性 43.5％となっている。 

 

表－１ 職員構成の状況 

職 員 数       平 均 年 齢       平均経験年数 

30,752 人 41.6 歳 19.2 年 

 

学歴別人員構成比 性別人員構成比 

大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 男 性 女 性 

81.2％ 5.8％ 13.0％ 0.0% 56.5％ 43.5％ 

（注） 育児休業中及び公益的法人等派遣の職員等を除く（次表について同じ）。 

 

⑵ 平均給与月額 

平均給与月額は、表－２のとおりであり、職員全体では 388,463 円とな

っており、うち民間給与との比較を行っている行政職給料表適用職員（新

規学卒の採用者等を除く。）では 375,761 円となっている。 

 

表－２ 職員の平均給与月額 

 給 料 地域手当 管理職手当 扶養手当 住居手当 その他 計 

全職員 348,039 円 21,744 円 4,941 円 7,604 円 5,788 円 347 円 388,463 円 

 
うち 

行政職員 
331,699 円 21,269 円 8,270 円 8,127 円 6,261 円 135 円 375,761 円 

（注）１ 給料には、給料の調整額、教職調整額等を含む。 

２ その他には、初任給調整手当、単身赴任手当（基礎額）等を含む。 

３ 行政職員とは、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、新規学卒の採用者等を除いた職員。 
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２ 民間給与の現状 

本委員会は、職員の給与と民間の給与との精確な比較を行うため、企業

規模 50 人以上で、かつ、事業所規模 50 人以上の県内の民間事業所 1,192

のうち 252 事業所について、職種別民間給与実態調査を実施した。なお、

本年は、新型コロナウイルス感染症に対処する医療現場の厳しい環境に鑑

み、病院は調査対象から除外した。 

調査では、公務に類似すると認められる職種の職務に従事する者 8,197

人について、給与改定の有無にかかわりなく、本年４月分として個々の従

業員に実際支払われた給与月額等を調査した。同時に、各企業における給

与改定の状況等についても調査を実施した。また、民間事業所における昨

年冬と本年夏の特別給の状況等を把握するため、昨年８月から本年７月ま

での直近１年間の支給実績について調査した。 

調査完了率は、各民間事業所の御協力を得て、79.1％となっている。 

調査結果については、次のとおりである。 

⑴ 初任給の状況 

民間事業所における初任給の改定状況は、表－３のとおりであり、新

規学卒者の採用を行った事業所の割合は、大学卒で 25.8％、高校卒で

23.9％となっている。そのうち初任給について、増額した事業所の割合

は、大学卒で 27.4％、高校卒で 45.2％、据え置いた事業所の割合は、大

学卒で 72.6％、高校卒で 54.8％となっている。 

 

表－３ 民間における初任給の改定状況 
項目 

 
学歴  企業規模 

新規学卒者
の採用あり 

 
新規学卒者
の採用なし 

初任給の改定状況 

増 額 据置き 減 額 
  ％ ％ ％ ％ ％ 

大 学 卒 

規 模 計 25.8 (27.4) (72.6) － 74.2 

 

500 人以上 28.8 (33.8) (66.2) － 71.2 

100 人以上 
500 人未満 

26.5 (20.1) (79.9) － 73.5 

 50 人以上 
100 人未満 

6.3 － (100.0) － 93.7 

高 校 卒 

規 模 計 23.9 (45.2) (54.8) － 76.1 

 

500 人以上 25.9 (52.8) (47.2) － 74.1 

100 人以上 
500 人未満 

21.0 (38.8) (61.2) － 79.0 

 50 人以上 
100 人未満 

25.0 (25.0) (75.0) － 75.0 

（注） （ ）内は、新規学卒者の採用がある事業所を 100 とした割合である。 
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⑵ 給与改定の状況 

民間事業所における給与改定の状況は、表－４のとおりであり、民間事

業所においては、一般の従業員（係員）について、ベースアップを実施し

た事業所の割合は 45.3％となっている。 

また、民間における定期昇給の状況は、表－５のとおりであり、一般

の従業員（係員）について、定期に行われる昇給を実施した事業所の割合

は 93.0％となっている。そのうち昇給額について、昨年に比べて増額し

た事業所の割合は 27.2％、減額した事業所の割合は 5.8％、変化なしとし

た事業所の割合は 60.0％となっている。 

 

表－４ 民間における給与改定の状況 
項目 

 
役職 
段階 

ベースアップ実施 ベースアップ中止 ベースダウン 
ベース改定 

の慣行なし 

係 員 

％ ％ ％ ％ 

45.3 5.7 0.6 48.3 

課長級 
    

30.5 9.1 1.4 59.0 

（注） ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除いて集計した。 

    なお、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％とならない場合がある。 

表－５ 民間における定期昇給の実施状況 

項目 
 

役職 
段階 

定期昇給 

制度あり 

     
定期昇給

制度なし 
定期昇給実施   定期昇給 

中  止  増 額 減 額 変化なし 

係 員 

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

94.4 93.0 27.2 5.8 60.0 1.4 5.6 

課長級 
       

81.3 79.0 21.4 2.3 55.3 2.3 18.7 

（注） 定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベース改定と定期昇給を分離することができない 

事業所を除いて集計した。 

なお、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計は計と一致しない場合がある。 

 

３ 職員と民間従業員の給与比較 

⑴ 月例給 

前記の職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、

職員にあっては行政職、民間にあっては公務の行政職に類似すると認めら

れる職種の者について、個々人の主な給与決定要素である職種、役職段階、

年齢などを同じくする者同士を対比させるラスパイレス方式で、本年４月

分の給与額を比較した。 

較差の状況については、表－６のとおりであり、民間給与が職員の給与

を 1 人当たり 829 円（0.22％）上回っていることが明らかになった。 
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表－６ 公民給与の較差 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 

較 差(Ａ)－(Ｂ) 

 (Ａ)－(Ｂ) ×100 
 (Ｂ) 

376,590 円 375,761 円 
829 円 

(0.22％） 

（注） 民間給与、職員給与ともに、本年度の新規学卒の採用者等は含まれていない。 

 

⑵  特別給 

  本年の職種別民間給与実態調査の結果、昨年８月から本年７月までの１年間

において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、表－７のとおり、平均

所定内給与月額の 4.42 月分に相当しており、職員の期末手当及び勤勉手当の

年間平均支給月数（4.30 月）を 0.12 月分上回っている。 

 

表－７ 民間における特別給の支給状況 

区分 

項目 
事 務 ・ 技 術 等 従 業 員 

平均所定内給与月額 
下半期 （Ａ1） 

上半期 （Ａ2） 

379,402 円 

383,265 円 

特 別 給 の 支 給 額 
下半期 （Ｂ1） 

上半期 （Ｂ2） 

822,928 円 

863,496 円 

特 別 給 の 支 給 割 合 
下半期 

 Ｂ1   
2.17 月分 

 

2.25 月分 

 Ａ1   

上半期 
 Ｂ2   
 Ａ2   

特 別 給 の 支 給 割 合 年 間 計                4.42 月分 

（注） 下半期とは令和３年８月から令和４年１月まで、上半期とは同年２月から７月までの期間をいう。  

備 考 職員の場合、現行の年間支給月数は、平均で 4.30 月である。 

 

４ 物価及び生計費の動向  

本年４月の小売物価統計調査（総務省）に基づく消費者物価指数は、昨年

４月に比べ、全国及び水戸市でいずれも 2.5％上昇している。 

また、本委員会が家計調査（総務省）を基礎に算定した本年４月の水戸市

（調査対象世帯数 96 世帯）の２人世帯、３人世帯及び４人世帯の標準生計

費は、それぞれ 173,972 円、184,965 円及び 195,945 円となっている。 

                 （資料編 ３ 生計費関係資料 参照） 

                （資料編 ４ 労働経済関係資料 参照） 
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５ 給与制度等をめぐる動向 

⑴ 国の動向 

人事院は、本年８月８日、国会及び内閣に対し、職員の給与等に関す

る報告及び勧告を行い、あわせて、公務員人事管理に関する報告を行った

（巻末掲載）。 

主な給与等の報告及び勧告は、次のとおりである。 

ア 民間給与との較差(0.23％)を埋めるため､初任給及び若年層の俸給月

額を引上げ 

イ ボーナスを引上げ(0.10 月分)、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当

に配分 

 

⑵ 都道府県の動向 

  国家公務員の行政職の職員の俸給と本県のこれに相当する行政職の職員の

給料について、国家公務員の俸給を 100 とし、ラスパイレス方式で比較したと

ころ、令和３年４月１日現在、本県のラスパイレス指数は 100.4（地域手当補

正後は 99.1）である。 

  各都道府県のラスパイレス指数の状況は、表－８のとおりとなっている。 

 

表－８ 都道府県の給与比較 

ラ ス パ イ レ ス 指 数 98 未満 
98 以上 

99 未満 

 99 以上 

100 未満 

100 以上 

101 未満 
101 以上 

団 体 数 
団体 団体 団体 団体 団体 

4 7 16 15 5 

団体数（地域手当補正後） 7 10 19 8 3 
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 むすび 

 職員の給与決定等の基礎となる諸条件は、以上のとおりである。これらを総合的

に検討した結果、本委員会の見解は、次のとおりである。 

 

１ 職員の給与 

 ⑴ 公民較差等に基づく給与改定 

職員の給与については、民間の給与をはじめ、国及び他の都道府県の給与並

びに物価及び生計費の動向を総合的に勘案した結果、次のとおり改定する必要

がある。 

  ア 給料表 

    行政職給料表については、人事院勧告に準じて、改定すること。 

    具体的には、大学卒業程度試験に係る初任給を 3,000 円、高校卒業程度試

験に係る初任給を 4,000 円引き上げることとし、若年層が在職する号給の給

料月額についても改定を行う。 

    行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本に改

定すること。 

    この改定は、本年４月時点の比較に基づいて職員給与と民間給与を均衡さ

せるためのものであることから、同月に遡及して実施する。 

  イ 期末手当及び勤勉手当 

    期末手当及び勤勉手当については、民間の特別給の支給割合（月数）との

均衡を図るため、支給月数を 0.10 月分引き上げ、4.40 月分とすること。 

    引上げ分は、民間の特別給の支給状況等を踏まえ、勤勉手当に配分する。 

    本年度については、12 月期の勤勉手当に配分し、令和５年度においては、

６月期及び 12 月期の勤勉手当が均等になるよう配分する。 

  また、医療大学の学長及び再任用職員の勤勉手当並びに任期付研究員及び

特定任期付職員の期末手当についても、同様に支給月数を引き上げること。 

     

 ⑵ 給与制度の整備に係る諸課題 

従来から公務をめぐる環境の変化に適切に対応し、所要の制度改正を行って

きたところであるが、次に掲げる課題など、給与制度の整備に係る諸課題につ

いて、引き続き、国及び他の都道府県の動向等に留意し、検討を進める必要が

ある。 

  ア テレワークに関する給与面での対応 

    人事院は、テレワークの実施に係る光熱・水道費等の職員の負担軽減等の

観点から、テレワークを行う場合に支給する新たな手当について具体的な枠

組みの検討を進めることとしており、本県においても、その状況を注視して

いく必要がある。 
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  イ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備 

    人事院は、社会や公務の変化に適応した人事管理が求められる中で、給与

制度についても、様々な課題に対応できるようアップデートを図っていくこ

ととし、令和５年に骨格案、令和６年にその時点で必要な措置の成案を示し、

施策を講ずることを目指すとしている。 

    本県においても、国の動向等に留意しつつ、能力・実績や職責の給与への

的確な反映、公務等の変化に応じた諸手当の見直しなど、給与制度の在り方

について検討する必要がある。 

   （人事院の取組事項） 

   ・ 若年層を始めとする人材の確保等の観点を踏まえた公務全体のあるべき

給与水準 

   ・ 多様な人材の専門性等に応じた給与の設定 

   ・ 65 歳定年を見据えた 60 歳前及び 60 歳超の給与カーブ 

   ・ 初任層、中堅層、管理職層などキャリアの各段階における能力・実績や

職責の給与への的確な反映 

   ・ 定年前再任用等をめぐる状況を踏まえた給与 

   ・ 社会や公務の変化に応じた諸手当の見直し  

 

２ 公務の運営 

⑴ 人材の確保 

   複雑かつ高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを提

供するためには、公務の担い手となる有為の人材の確保が重要である。      

一方、若年人口の減少などを背景に、本県職員を目指す受験者の確保は大変厳

しい状況が続いている。 

このような中、民間企業等への就職を志望する学生や社会科学系学部以外

の学生など、多様な人材が本県職員採用試験を受験しやすくするため、本年度

から、大学卒業程度採用試験について、基礎能力検査で第一次試験の選抜を行

う「事務（知事部局等Ｂ）」の区分を新設したところである。 

国家公務員採用試験においては、民間企業だけでなく、地方公共団体も人材

獲得の競合の対象とし、様々な見直しが進められている。本県の採用において

も、国家公務員や民間企業等と競合することから、時宜にかなった採用試験の

在り方等について引き続き不断の見直しが必要である。 

組織活力の向上を図る上では、民間企業における実務の経験を通じて効率

的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している多様な人材を活用していくこ

とが重要である。本県では社会人経験者採用選考や、民間企業等に雇用されて

いる者を県へ受け入れる行政実務者研修員などの取組を実施している。特に、
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社会人経験者採用では、本年度、職務経験や業績・成果等をアピールする機会

を拡充するため、第１次選考に経歴審査を導入するとともに、働きながらでも

受験しやすくするため、事務職について教養考査を基礎能力検査に替えたと

ころである。 

本県では、障害者に適した職域を広げることなどにより、障害者雇用の拡大

を図ってきた。その結果昨年度には、障害者雇用率の全国順位が知事部局では

５位、教育委員会では８位になるなど大幅に向上したところである。また、本

年度から、障害者を対象とした採用選考の受験可能年齢を採用時 39 歳から 59

歳までに広げたところである。引き続き、障害者の雇用の促進等に関する法律

等の趣旨を踏まえ、障害者雇用の積極的推進と、障害者が働きやすい環境づく

りに取り組む必要がある。 

また、国家公務員に準じ、職員の定年を段階的に 65 歳に引き上げることと

しており、今後の新規採用者数については、退職者の動向を見据え、中長期的

な観点からの検討が必要である。 

 

⑵ 人材の育成と能力・実績に基づく人事管理の推進等 

  ア 人材の育成 

 複雑かつ高度化する行政課題に的確に対応していくためには、強い使命

感や経営感覚、豊かな創造力を有する人材の育成が重要である。 

本年度から、知事部局では人事担当課と研修機関の体制を一体化し、効果

的な能力の育成に取り組んでいるところである。具体的には「民間の知見の

積極的な活用」及び「政策形成能力の強化」に重点を置き、各職層において

必要な一般知識を習得する一般研修及び職務の遂行に必要な特別の知識及

び技能を習得する特別研修を実施している。 

さらに、民間企業等への派遣研修及び国との人事交流を行っているとこ

ろである。 

任命権者においては、組織の活力を最大限に高めるため、職員の資質向上

と意識改革につながるよう、引き続き人材の育成に取り組む必要がある。 

イ 能力・実績に基づく人事管理の推進 

 職員の士気や意欲を高め、公務運営の活性化を図るためには、能力・実績

等に基づいた公正な人事管理を進めていくことが重要である。 

その基礎となる重要な仕組みが人事評価制度であり、能力・実績に基づく

人事管理の徹底を図るため、全ての職員を対象に人事評価制度が導入され

ている。 

また、知事部局等の任命権者においては、令和２年度から、人事評価制度

の見直しが行われ、よりきめ細やかな評価区分となったところである。 

公正性・透明性が高く、より実効性のある人事評価制度とするには、性別
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や年齢、職種にとらわれず職員の能力や実績を適切に評価し、給与や人事管

理に的確に反映するとともに、評価結果に基づく指導・助言を通じて、職員

の意欲の向上や人材育成に努めることが重要である。 

また、人事評価制度を円滑に運用する上で、評価結果に関する苦情への的

確な対応を図ることも必要である。 

ウ 女性の採用及び登用の促進 

  本県では、各任命権者において「茨城県職員子育て応援・女性活躍推進プ

ラン」等（計画期間：令和３年４月から令和８年３月まで）を定め、女性職

員割合及び登用の拡大を進めることとしている。 

女性職員の割合拡大のためには、その入り口となる採用の拡大が重要で

あると考えられる。そのため、大学等が主催する学内説明会や職員ガイダン

ス、ホームページ等を活用して、女性職員のキャリア支援や子育て支援等、

職員が働きやすい職場であることを積極的に広報することにより、さらな

る受験者確保に努めていく必要がある。 

また、本県では管理職（課長級以上）にある職員に占める女性職員の割合

を令和８年４月１日には 26％にする高い目標を掲げ、女性職員の登用の拡

大を進めているところである。 

女性職員の登用の拡大は、女性の活躍の進捗状況を示す指標でもあるこ

とから、引き続き、公正な人事評価を行うとともに性別、職種にとらわれな

い登用等、意欲と能力のある女性職員の登用に取り組んでいくことが重要

である。 

 

 ⑶ 勤務環境の整備 

  ア 長時間労働の是正等 

    長時間労働の是正は、職員の心身の健康保持や公務能率の向上の観点か

ら重要な課題であり、ワーク・ライフ・バランスの推進、魅力ある職場づく

りや多様で有為の人材確保にも資するものである。 

本県では、平成 31 年４月から、職員の勤務時間に関する規則において、

時間外勤務命令を行うことができる上限を設定しており、その上限を超え

た場合は、各任命権者に事後的な検証を義務付けている。 

任命権者においては、毎月、時間外勤務時間が一定時間を超えた職員につ

いて、所属長等が事務分担の見直しや部内の応援体制の検討など業務の平

準化を行うとともに、一人１台端末の操作時間やタイムカードなどの客観

的記録も参考にしながら、過重労働の早期是正に取り組んでいる。 

また令和３年度は、令和２年度に続き主に新型コロナウイルス感染症へ

の対応で年 720 時間を超える時間外勤務が見受けられたが、全庁的な応援

体制の拡充や保健師の増員による保健所の体制強化、一部の保健所業務の
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本庁集約、外部委託化などによる時間外勤務縮減の取組が見られた。 

職員の心身の健康保持や公務能率の向上のため、引き続き、業務量に応じ

た適切な体制を維持し、各職場におけるマネジメント強化や緊急性・重要性

の高い業務への機動的な人員配置等により、職員の時間外勤務の縮減を推

進していく必要がある。 

教職員については、令和２年度から令和３年度にかけて、働き方改革のモ

デル校を指定し、教材の共有化や完全退勤時間の設定、部活動への複数顧問

の配置などに取り組み、時間外勤務の縮減を進めてきた。現在、これらの取

組を県内全校に広げ働き方改革を推進するとともに、部活動指導の地域へ

の一部移行など、教員負担を減らす体制構築に向けての検討も行っている

ところである。こうした取組などを引き続き進め、教職員の長時間労働の是

正に向け、学校、市町村教育委員会及び県教育委員会が相互に連携して、学

校における働き方改革を推進していくことが重要である。 

  イ テレワーク等の柔軟な働き方への対応 

    本県は、テレワーク、時差出勤、休憩時間の選択等の柔軟な働き方が可能

となる制度を整備してきたところであるが、これらの制度は、育児、介護等

のために時間の制約がある職員等の能力発揮やワーク・ライフ・バランスに

も資するものである。 

このため、引き続き利用状況の検証等を行い、更なる制度の整備及び利用

の促進を図る必要がある。 

また、人事院においても、柔軟な働き方に対応した勤務時間制度の在り方

等について引き続き検討を行うこととしており、その状況を注視していく

必要がある。 

  ウ 健康づくりの推進 

    職員が心身ともに健康で、その能力を最大限に発揮できる職場環境を整

えることは、職員自身やその家族ばかりでなく、公務の運営にとっても極め

て重要である。今後、高齢層職員や女性職員の割合が増加していく状況も踏

まえつつ、引き続き健康診断の着実な実施とともに、健康診断後の事後措置

の徹底など健康管理体制を充実していく必要がある。 

また、各任命権者では、メンタルヘルス対策として、研修会の開催やカウ

ンセリング専門機関などによる各種相談制度、ストレスチェックの分析結

果の活用、職場復帰支援制度の実施などに取り組んでいるほか、特に、過重

労働に係る健康障害防止のために過重労働報告の徹底を図っているところ

である。 

しかしながら、依然としてメンタル疾患による長期病休者数が多いこと

から、より相談しやすい体制となるよう、夜間相談におけるオンラインの活

用など相談体制の拡充にも取り組んでいるところである。引き続き、職員の
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心の健康づくりの推進に努めていく必要がある。 

また、心の不調を早期に発見し適切に対処できるよう、相談しやすい職場

環境づくりに引き続き取り組むとともに、職員の円滑な職場復帰支援や再

発防止に向けたフォローアップの充実に努めていく必要がある。 

  エ 仕事と生活の両立支援 

    仕事と生活の両立を図るため、多様で柔軟な働き方が可能となる勤務環

境を整備することが重要な課題となっている。 

このような中、育児等を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容

易にすることを目的として、本年 10 月１日には、地方公務員の育児休業等

に関する法律の改正により、育児休業の取得回数の制限の緩和等がなされ

たほか、本県においても、男性職員の育児参加休暇や短期不妊治療休暇の拡

充等を行ってきたところである。 

各任命権者においては、各種制度が広く職員に活用されるよう、ガイドブ

ックによる周知等の様々な取組が行われているところであり、知事部局等

においては、令和３年度の育児休業の取得率が、女性は 99.0％、男性は

59.4％に至るなど、着実に成果を挙げているが、より一層の利用促進を図る

など、引き続き職員に対する周知、啓発等に取り組む必要がある。 

また、人事院は、定年が 65 歳に引き上げられることなどを踏まえ、介護

休暇や自己啓発等休業制度等についても必要な調査研究を行うとしており、

その状況を注視していく必要がある。 

オ ハラスメント防止対策 

  職場におけるハラスメントは、職員の尊厳を傷つけ、その能力発揮を妨げ

るとともに、職場の運営にも支障をもたらすものである。 

各任命権者においては、管理職員等への研修の実施、相談窓口の設置など、

ハラスメントの防止等に係る様々な取組がなされているところである。 

しかしながら、本委員会の苦情相談窓口へ寄せられる相談のうち、ハラス

メント等に係る相談は近年増加傾向にある。職員の勤労意欲の向上や心身

の健康、良好な勤務環境を実現するために、引き続きハラスメントの防止等

に係る取組を進める必要がある。 

 

 ⑷ 公務員倫理の徹底 

   職員は県民全体の奉仕者として、高い倫理観を持つことが常に求められて

おり、本委員会でも、この旨をかねてから報告し、公務員倫理の徹底を促して

きたところである。 

しかしながら、一部の職員によるわいせつ行為、飲酒運転等の法令遵守意識

に欠ける事案が引き続き見られ、県民からの県全体に対する信頼の低下が懸

念される。 
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また、個人情報保護の意識が高まる中、対策や取扱いの見直し等が行われて

いるものの、業務の電子化の進展等に伴い、保有個人情報の漏えい等の事案も

発生している。 

県民の信頼に応えるべく、誠実かつ公正に職務を執行するよう、改めて公務

員倫理の徹底を図る必要がある。 

 

 人事委員会の勧告制度は、労働基本権を制約されている公務員の適正な処遇を確

保するとともに、人材の確保や労使関係の安定などを通して、公務運営の安定に寄

与しているところである。 

 このような本制度の意義や役割に深い理解を示され、別紙第２の勧告を速やかに

実現されるよう要請する。 

 職員にあっては、県民の視点に立った、質が高く、効率的な県民サ－ビスの提供

に努め、高い倫理観と使命感をもって全力で職務に専念することを望むものである。 
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